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○恵那市公式ウェブサイト広告取扱要領 

令和元年12月２日告示第75号 

改正 

令和３年９月30日告示第143号 

令和５年１月12日告示第２号 

恵那市公式ウェブサイト広告取扱要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、恵那市広告掲載取扱要綱（平成24年恵那市告示第26号。以下「要綱」という。）

第２条第２号に規定する市が管理又は運営するウェブサイト（以下「市公式ウェブサイト」とい

う。）における広告掲載に関し、要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（広告の種類及び掲載基準） 

第２条 市公式ウェブサイトに掲載する広告（以下「広告」という。）は、バナーによる広告（以

下「バナー広告」という。）とし、当該バナー広告及びそのリンク先のウェブサイト（以下「リ

ンク先」という。）の内容が、要綱第３条第１項の要件を満たすものとする。 

（広告の規格等） 

第３条 広告の規格は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 

(１) 大きさ 縦86ピクセル、横200ピクセル 

(２) 形式 ＧＩＦ、ＪＰＥＧ又はＰＮＧ 

(３) 容量 20キロバイト以内 

２ 広告の文字色と背景色は、それぞれ明度差及び背景に模様のある画像、写真その他の広告表現

を使用する場合は、当該広告の文字の認識が容易となるよう努めなければならない。 

（広告表現上の禁止事項） 

第４条 広告表現上の禁止事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) ＧＩＦアニメーション又はＦｌａｓｈを使用したもの 

(２) テキストボックス（市公式ウェブサイトを利用する者（以下「利用者」という。）に文字

等が入力可能な領域があると誤解を与えるものをいう。） 

(３) プルダウンメニュー（利用者に広告の下に選択肢があるかのように誤解を与えるものをい

う。） 

(４) ラジオボタン（利用者に選択が可能と誤解を与えるものをいう。） 

(５) 利用者に警告を与えていると誤解を与えるもの 
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(６) 利用者に市公式ウェブサイトのデザインに類似する色調又は字体を使用することにより混

同させるおそれがあるもの 

(７) その他市長が利用者に誤解を与えるおそれがあると認めるもの 

（掲載位置） 

第５条 広告の掲載位置は、市公式ウェブサイトのトップページにおいて、市長が指定するものと

する。 

（掲載期間） 

第６条 広告の掲載期間は、毎月１日から掲載を開始し、月を単位として、12月以内とする。ただ

し、掲載期間の終期は掲載を開始した月が属する年度の３月までとする。 

（掲載の募集） 

第７条 広告掲載の募集は、市公式ウェブサイトへの掲載その他の方法で行うものとする。 

２ 広告の掲載は、申請者１人につき１件限りとする。 

（掲載の申請） 

第８条 広告を掲載しようとする者（以下「申請者」という。）は、恵那市公式ウェブサイト広告

掲載申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に次の各号に掲げる書類等を添付して、広

告掲載を希望する月の前々月の末日までに市長に提出しなければならない。 

(１) 掲載を希望する広告案（電子データを含む。） 

(２) 申請者が実施する事業の概要が分かる資料 

(３) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項第１号の広告案の修正が必要と認める場合は、申請者に修正の指示ができる。 

３ 申請書に記載のあるバナー広告のリンク先は、申請時に市長が確認できる状態であるものとす

る。 

（掲載の決定） 

第９条 市長は、前条の申請があったときは、要綱第６条の規定による審査を経て広告の掲載の可

否を決定し、恵那市公式ウェブサイト広告掲載決定通知書（様式第２号）又は恵那市公式ウェブ

サイト広告非掲載決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

（広告の掲載料金） 

第10条 広告の掲載料金（以下「広告掲載料」という。）は、１件につき月額１万円とする。 

２ 前条の規定により掲載の決定を受けた者（以下「広告主」という。）は、市長が指定する期日

までに、前項の掲載料金を一括して前納しなければならない。ただし、同条の規定により掲載の
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決定を受けた期間の開始となる月が４月であるときは、後納とすることができる。 

一部改正〔令和５年告示２号〕 

（掲載決定の取消し） 

第11条 市長は、次のいずれかに該当するときは広告掲載の決定を取り消すことができる。 

(１) 指定する期日までにバナー広告の提出がないとき。 

(２) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。 

(３) 広告主が、この要領に違反し、又は偽りその他不正な手段によるバナー広告掲載の決定を

受けたとき。 

（リンク先等の修正） 

第12条 市長は、広告掲載の後にリンク先の掲載内容その他の広告に関する事項が法令に違反し、

若しくはそのおそれがあり、又はこの要領に抵触していると判断したときは、リンクの一時的解

除及び広告主に内容等の修正を求めることができる。 

（掲載の一時中止又は広告の削除） 

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告主への催告その他の手続を経ること

なく、掲載の一時中止又は広告の削除をすることができる。 

(１) 前条の規定による修正の求めに広告主が応じないとき。 

(２) 市公式ウェブサイトに掲載している広告及びそのリンク先の内容が、第８条の申請時以降

に閉鎖されたとき、又は次条第２項の申請を経ず変更され、要綱第３条第１項の要件を満たす

ことが判明したとき。 

(３) コンピュータウイルスの感染その他の理由により、市長がリンク先の運営が適当でないと

判断したとき。 

２ 市長は、前項の規定により掲載の一時中止又は広告の削除をした場合において、広告主が損害

を受けることがあっても、その損害について、賠償の責任を負わない。 

（掲載内容の変更） 

第14条 広告主は、月を単位として、バナー広告の内容又はリンク先のアドレスを変更することが

できる。 

２ 広告主は、前項の規定によりバナー広告を変更する場合は、変更を希望する日の15日前までに、

市長に恵那市公式ウェブサイト広告掲載変更申請書（様式第４号）を提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、恵那市

公式ウェブサイト広告掲載変更決定通知書（様式第５号）により、広告主に通知するものとする。 
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（広告掲載の取下げ） 

第15条 広告主は、広告掲載の決定後においても、自己の都合により市公式ウェブサイトへの広告

の掲載の取下げを市長に求めることができるものとする。 

２ 広告掲載を取り下げようとする広告主は、恵那市公式ウェブサイト広告掲載取下げ届出書（様

式第６号）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の届出があった場合において、その内容を審査し、承認したときは、広告掲載の

取下げを行うものとする。 

（掲載期間の延長） 

第16条 広告主の責めに帰さない事由により、広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった

日数に応じて、掲載期間を延長するものとする。ただし、広告を掲載できなかった日数が１日未

満の場合は、掲載期間の延長は行わない。 

（広告掲載料の返還） 

第17条 市長は、前条の掲載期間の延長が困難な場合において、広告を掲載できなかったとき又は

市長が特に返還する必要があると認めたときは、広告掲載料の全部又は一部を返還することがで

きる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合により広告を掲載できなかった

ときは、広告掲載料の返還は行わない。 

(１) サーバーその他の機器の保守のため、市公式ウェブサイトの運営を一時停止した場合 

(２) 天災その他の非常事態が発生した場合 

３ 第１項の規定により返還する広告掲載料は、掲載開始日から掲載終了日までの日数による日割

りとし、１円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。 

４ 第１項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。 

（広告主の責務） 

第18条 広告主は、バナー広告及び広告主が指定したリンク先の内容その他広告掲載に関する全て

の事項について、一切の責任を負うものとする。 

２ 広告主は、第三者に対する権利の侵害、不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはな

らない。 

３ 広告主は、広告の掲載により第三者にウィルス被害その他の損害を与えた場合は、広告主自身

の責任及び負担において解決しなければならない。 

４ 広告主は、第９条の規定により決定を受けた市公式ウェブサイトへの広告掲載の権利を第三者
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に譲渡してはならない。 

（委任） 

第19条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（令和３年９月30日告示第143号） 

（施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の規定により作成されている様式書類は、当

分の間、字句を補正のうえ、これを使用することができる。 

附 則（令和５年１月12日告示第２号） 

この告示は、告示の日から施行する。 
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様式第１号（第８条関係） 
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一部改正〔令和３年告示143号〕 

様式第２号（第９条関係） 
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様式第３号（第９条関係） 

 



9/11 

様式第４号（第14条関係） 
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一部改正〔令和３年告示143号〕 

様式第５号（第14条関係） 
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様式第６号（第15条関係） 

 

一部改正〔令和３年告示143号〕 


